
市民還元事業の概要

（１）資源循環型社会促進策

ごみ分別の徹底と3R推進を図るため、資源とごみに関する情報紙を発行する

ほか、SNSやアプリなど、多様な媒体を活用して情報発信を行います。

①情報紙サイチョプレスの発行（年６回）

②ごみ分別アプリの普及

③SNSその他広報媒体の活用

〇 分別意識の向上と啓発

〇 食品ロス削減推進事業

エコレシピコンテストの開催や、「20・10・0運動」、「てまえどり」の展

開など食品関係事業者と連携した取り組みにより食品ロスの削減を図ります。

○20・10・0運動の展開

○てまえどり啓発資材の作成

○エコレシピコンテストの開催

（食と花の推進課と協働）

〇 家庭系生ごみ減量化の推進

生ごみの減量・リサイクルを推進するため、生ごみ処理器の購入に対して補

助を行います。

また、段ボールコンポストの普及を図るとともに、生ごみの堆肥化を行う地

域の活動を支援します。

①生ごみ処理器購入費補助

〇家庭用電動生ごみ処理機 補助率 １/２ 限度額 ２万円

〇コンポスト、ＥＭボカシ容器 補助率 １/２ 限度額 ３千円

②生ごみ堆肥化の支援

〇段ボールコンポストの普及

〇生ごみ堆肥化講演会の開催

③ 乾燥生ごみ拠点回収



古紙や古布・古着などの資源化を推進するため、回収団体や地域コミュニ

ティ協議会に対し、回収実績に応じた奨励金・支援金を交付するほか、古紙、

古布・古着、使用済み小型家電の拠点回収を実施します。

①集団資源回収奨励金 ○ 回収団体へ６円/kgの奨励金を交付

○ 用具の譲与及び保管庫購入などの補助

②古紙行政収集支援金 地域コミュニティ協議会へ３円/kgの支援金を交付

③古布・古着の拠点回収 回収拠点 ９カ所

④使用済み小型家電の拠点回収 回収拠点 ３０カ所

〇 古紙等資源化の一層の推進

不法投棄や違反ごみを未然に防止し、地域環境の保全や環境美化の推進を図

ります。

①監視カメラ等の設置 監視カメラ,看板などの設置

②廃家電など不法投棄物の処理 市の処理施設で処理できない不法投棄物の処理

（家電リサイクル法対象品目・タイヤなど）

〇 不法投棄・違反ごみ対策

地域における分別の周知や、美化活動の促進等を行うクリーンにいがた推

進員の育成のため、研修会や施設見学会などを実施します。

○ 自治会・町内会への協力金，施設見学会経費など

〇 クリーンにいがた推進員育成事業

地域の環境美化及び収集業務の効率化を図るため、ごみ集積場の設置に対

し、補助を行います。

○ ごみ集積場の購入・修繕 補助率 ３/４ 限度額 １５万円/１集積場

〇 ごみ集積場設置等補助金

地域環境の保全や環境美化の推進を図るため、地域清掃等の環境美化活動に

対して助成を行います。

○ 軍手等用具購入費や飲み物代など

補助率 ４/５ 限度額 ２５０円×参加人数×４/５

〇 地域清掃等への助成



（２）地球温暖化対策

〇 防犯灯（LED灯）設置補助金

ＬＥＤ灯などの環境に配慮した防犯灯は、これまでの蛍光灯や水銀灯に比

べ消費電力が少なく、二酸化炭素消費量の削減や電気料金の低減につながり

ます。この環境に配慮した防犯灯の導入を促進するため、自治会・町内会、

コミュニティ協議会などが設置する防犯灯を対象に、設置する費用の一部を

補助します。

○ ＬＥＤ灯などの環境配慮型防犯灯 補助率１/２（一灯あたり限度額３万円）

〇 地球温暖化対策実行計画推進事業

新潟市地球温暖化防止イメージキャラクター

とめドキくん

省エネルギーや再生可能エネルギー導入など、温室効果ガスの排出量を

削減し、脱炭素社会の実現を推進するための取組を進めます。

事業名 概               要

〇新潟地域脱炭素
社会推進パート
ナーシップ会議

市内事業者や団体、行政などのメンバーが集まり、勉強会
や情報交換等を通じて、省エネ・再エネなど脱炭素に関す
る事業展開に取り組みます。

○高性能省エネ住
宅普及事業

家庭部門の二酸化炭素排出量削減に向け、省エネ住宅セ
ミナーの開催など、高性能省エネ住宅の普及推進に取り
組みます。

○脱炭素に向けた
市民啓発活動

脱炭素社会の実現に向けた市民のライフスタイルの転換
を推進するため、環境フェアなどでの啓発活動に取り組
みます。



（３）地域コミュニティ活動の振興

〇 地域活動への支援

地域の皆さんによる自主的・主体的なまちづくり活動の取り組みの促進を図

り、豊かな地域社会を実現するために、地域課題の解決を図る活動や、地域活

動に必要な高額備品の整備について補助金を交付します。

○地域活動補助

①対象団体 地域コミュニティ協議会，自治会・町内会，ＮＰＯ等の非営利団体

②補助率等 事業性質別補助率 １０/１０， ３/４， １/２

限度額２０万円（ＮＰＯ等の非営利団体は限度額１０万円）/事業

③対象事業 地域課題の解決を図る活動，地域コミュニティ活動の活性化を図る活動

○設備整備補助

①対象団体 自治会・町内会及びその連合組織，地域コミュニティ協議会

②補助率等 １/２ 限度額上限３０万円・下限１０万円/事業

③対象事業 コミュニティ活動に必要な設備の整備(高額備品の購入など)にかかる経費

自治会・町内会で取り組む、ごみ出しが困難な高齢者や障がい者などの世

帯に対する支援活動費について助成を行います。

① 対象団体 自治会・町内会,地域コミュニティ協議会,

地区社会福祉協議会等の非営利団体

② 助成額 燃やすごみ等：１５０円/利用者･日 粗大ごみ：６００円/利用者･日

〇 ごみ出し支援



（４）未来投資に向けた取り組み

〇 新潟市環境優良事業者等認定制度

ＳＤＧｓのゴールやターゲットを意識し、温室効果ガスの削減やごみの
減量、食品ロスの削減などの環境課題に積極的に取り組む企業や団体を認
定し、その活動を応援します。

〇部門

①３Ｒ推進部門

②ゼロカーボン部門

③食品ロス削減部門

〇認定メリット

・ＯＮＥカンパニー「ロゴマーク」の使用による

イメージアップ

・環境に配慮した事業者・団体として市が積極的にＰＲ

〇 環境教育・環境学習に対する支援

事業名 概               要

 対象：小学４年生～中学３年生

総合学習などで活用できる環境学習の資料や情報を掲
載した副読本（電子ブック）を児童・生徒に配布す
る。また、「潟」を題材にしたマンガをホームページ
等で公開し、楽しみながら環境について学ぶきっかけ
を作る。

 対象：市立小中学校

市立学校から支援校を募集し、環境教育・環境学習の
取組を支援する。

 ①環境教育副読本
 　の作成

 ②環境教育
 　推進の取組み


